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第３章 

 介護保険事業計画 

 

 
 
 
 

第１節 介護保険事業等の充実 

１ 介護保険制度の適正な運営 

２ 介護予防の推進及び介護保険サー 

ビスの充実 

３ 介護給付費適正化事業の推進 

４ 人材の確保 

５ 共生型サービスの実施 

６ 要介護状態となることの予防及び 

  重度化防止 

７ 保険給付等に係る費用の見込みと 

保険料の算定 
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平成 29年６月に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部を改正す

る法律」が公布されたことに伴い、介護保険法の改正が行われました。 

改正介護保険法のポイントは、「地域包括ケアシステムの深化・推進」及び「介護保

険制度の持続可能性の確保」の２点であり、一部の規定を除き平成 30年４月から施行

されることとなっています。 

１点目の「地域包括ケアシステムの深化・推進」においては、市（保険者）の自立支

援・重度化防止に向けた保険者機能強化等の取組の推進が定められました。このことを

受け、国から提供されたデータを分析の上、本計画において介護予防・重度化防止の取

組内容と数値目標を定め、具体的な取り組みを開始する必要があります。この他、地域

包括支援センターの事業評価の実施による地域包括支援センターの機能強化、認知症施

策推進総合戦略（新オレンジプラン）に基づく認知症に関する知識の普及・啓発などの

認知症施策の推進についての取り組みが求められています。 

また、支援を必要とする住民は高齢者だけでなく、子どや障害者など多岐にわたるこ

と、個々が抱える生活課題も多様かつ複雑であるケースが増加していることなどを踏ま

え、ひとりひとりの生活課題を地域社会全体で他人事でなく「我が事」として捉え、そ

の課題を縦割りでなく「丸ごと」受け止める体制を整備することにより、地域共生社会

の実現を目指していく方向性が示されました。 

２点目の「介護保険制度の持続可能性の確保」においては、一定以上の所得を有する

被保険者について、応分の負担を求めることや、各医療保険者が負担する介護納付金の

負担の仕組みの見直しなどが行われることとなりました。 

これらの改正により、介護保険制度の持続可能性を確保しながら、地域包括ケアシス

テムの構築に向けた様々な取り組みを一層充実させ、将来的には地域共生社会の実現を

目指し、本市の介護保険事業の充実を図ります。 
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第１節 介護保険事業の充実 
 

 

１ 介護保険制度の適正な運営                      

 

高齢化が進展する中、要介護・要支援者数は増加を続けており、団塊世代が後期高齢

者となる平成 37 年に向け、介護保険事業のさらなる拡充と安定的な運営を図っていか

なければなりません。 

そのための基礎となる仕組みが、地域における自助・互助・共助・公助の連携とバラ

ンスを図りながら、包括的・体系的にコーディネートしていく地域包括ケアシステムで

す。住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム

の構築を目指し、拡充された地域支援事業や、従来からの介護保険サービス、各種住ま

いに関する施策等により、保健・福祉・医療等が連携した、質の高い体系的なサービス

を提供するとともに、高齢者の尊厳を保持しながら、その有する能力に応じた自立を支

援していきます。 

本市では、高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも自分らしく暮らしていくことので

きる地域社会の実現を目指し、次頁から○頁に掲げる内容を基軸として据えながら、介

護保険制度の適正な運営に努めます。 

 

■「自助・互助・共助・公助」から見た地域包括ケアシステム 

 

■自分のことを自分でする
■自らの健康管理（セルフケア）
■市場サービスの購入

■当事者団体による取り組み
■高齢者によるボランティア・生きがい就労

■ボランティア活動
■住民組織の活動

■ボランティア・住民組織の活動への公的支援

■一般財源による
高齢者福祉事業等

■生活保護
■人権擁護・虐待対策

■介護保険に代表される
社会保険制度及びサービス

自 助

共 助

互 助

公 助
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２ 介護予防の推進及び介護保険サービスの充実              

 

 介護保険制度を安定的に運営していくためには、まずは高齢者が要支援・要介護状態

とならないよう努めることが必要です。 

 介護予防に対する意識啓発や各種事業等はもとより、前章で述べた保健事業を併せて

提供することで、高齢者を含む市民の健康寿命の延伸、ひいては持続可能な介護保険制

度の運営へとつながっていきます。 

 地域においては、その地域に合ったやり方で、生活支援の充実や自立支援のためのサ

ービスなど、介護予防に向けて積極的に取り組んでいくことで、高齢者の住み慣れた地

域における日常生活へとつながり、やがては地域包括ケアシステムの構築へと結実して

いきます。 

 本市では、要介護・要支援者の様々な需要に対し、個々の能力を最大限に活かしなが

ら、多様なサービスを提供できる仕組みを作り上げることを目指します。 

 また、予防給付に係るサービスにとどまらず、介護給付に係るサービスの質・量につ

いても併せて確保し、さらには向上させていくことで、全ての要介護・要支援者が、住

み慣れた地域で自分らしい日常生活を営むことのできるよう、各種介護保険サービスの

充実を図ります。 

 

 

（１）保険給付（介護給付・予防給付）に係る各種サービスの推進 

 介護保険制度における保険給付には、被保険者の要介護状態に関する「介護給付」と、

要支援状態に関する「予防給付」の２種類があります。 

 介護給付の対象となるサービスには、居宅サービスや地域密着型サービス、施設サー

ビスなどがあり、予防給付の対象となるサービスには、介護予防サービスや地域密着型

介護予防サービス、特定介護予防サービスなどがあります。 

 これら保険給付に係る各種サービスの概要については、次頁のとおりです。 

 また、第７期計画期間における各種サービスの量については、○頁から○頁のとおり

計画します。 
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■介護給付対象サービスの概要 

サービスの種類 サービスの内容 

居宅サービス 

訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 

訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所介護 

通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護 

特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 

地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 

認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 看護小規模多機能型居宅介護  

施設サービス 介護福祉施設サービス 介護保健施設サービス 介護療養施設サービス 

 

■予防給付対象サービスの概要 

サービスの種類 サービスの内容 

介護予防サービス 

介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 

介護予防居宅療養管理指導 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 

介護予防短期入所療養介護 介護予防特定施設入居者生活介護 介護予防福祉用具貸与 

特定介護予防福祉用具販売   

地域密着型 

介護予防サービス 
介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 

※上記サービス費用に対する給付のほか、下記の費用に対する給付があります。 

 

・居宅介護（介護予防）住宅改修費 ：手すりの取付け等の住宅改修を行った場合 

・居宅（特例居宅）介護サービス計画費 ：指定（基準該当）居宅介護支援を受けた場合 

・介護予防（特例介護予防）サービス計画費 ：指定（基準該当）介護予防支援を受けた場合 

・高額介護（高額介護予防）サービス費 ：自己負担が高額になった場合 

・高額医療合算介護（高額医療合算介護予防）サービス費  ：医療費を含む自己負担が高額になった場合 

・特定（特例特定）入所者介護サービス費 ：特定入所者が特定（特例特定）介護サービス

を受けた場合 

・特定（特例特定）入所者介護予防サービス費 ：特定入所者が特定（特例特定）介護予防サー

ビスを受けた場合 
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ア 居宅サービス及び介護予防サービス                   

 

 要介護者が生活機能の維持・改善を図れるよう、または、要支援者が要介護状態とな

ることを予防し、住み慣れた地域で自立した生活を営めるよう、各サービス事業者によ

り、自宅等の生活の場において「居宅サービス」または「介護予防サービス」が提供さ

れています。 

 

■居宅サービス及び介護予防サービス 

サービス提供の形態 居宅サービス 介護予防サービス 

居宅で提供されるサービス 

（訪問サービス） 

①  訪問介護 （介護予防訪問介護）※１ 

② 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 

③ 訪問看護 介護予防訪問看護 

④ 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション  

⑤ 居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 

通所した施設で提供される 

サービス（通所サービス） 

⑥ 通所介護※２ （介護予防通所介護）※３ 

⑦ 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション  

短期入所した施設で提供 

されるサービス 

⑧ 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 

⑨ 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 

入居した住居等で提供 

されるサービス 
⑩ 特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護  

居宅の介護環境を整える  

ためのサービス 

⑪ 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 

⑫ 特定福祉用具販売 特定介護予防福祉用具販売 

※１ 本市では、平成 28年度から介護予防・日常生活支援総合事業へ移行しました。 

※２ 小規模事業所（利用定員 18人以下）により行われる通所介護については、少人数で生活圏域に密着

したサービスであり、市町村による地域包括ケアシステムの構築との整合性の観点から、平成 28年度

から、市町村が指定・監督する地域密着型サービスへ移行しました。  

※３ 本市では、平成 28年度から介護予防・日常生活支援総合事業へ移行しました。 
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① 訪問介護／介護予防訪問介護                         

 

 介護福祉士または訪問介護員（通称：ホームヘルパー）が、要介護・要支援者の居宅

を訪問し、食事・排せつなどの身体介護や、掃除・洗濯などの生活援助、生活などに関

する相談・助言等の日常生活上の援助を行います。 

 サービス量については、要介護者の増加傾向等を勘案し、訪問介護では緩やかな増加

を見込みます。介護予防訪問介護については、平成 28 年度から介護予防・日常生活支

援総合事業への移行が開始され、平成 30年度までに完全に移行されました。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

訪問介護 
人 3,598 3,660     

千円 174,023 165,871     

介護予防 

訪問介護 

人 1,314 119  － － － 

千円 24,416 1,900  － － － 

※人数は年間延べ人数を、Ｈ29年度欄は年度途中実績に基づく見込値を計上（以下、全てに共通） 

※介護予防訪問介護のＨ28年度欄及びＨ29年度欄には、移行に伴う経過措置分を計上 

 

② 訪問入浴介護／介護予防訪問入浴介護                     

 

 看護師やホームヘルパー等が、移動入浴車などで要介護・要支援者の居宅を訪問し、

入浴の介護を行います。 

 サービス量については、訪問入浴看護では要介護者の増加傾向等を勘案し、緩やかな

増加を見込みますが、介護予防訪問入浴介護では平成 28年度及び平成 29年度における

利用がなかったことを勘案し、その量を見込みません。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

訪問入浴介護 
人 535 628     

千円 33,700 39,390     

介 護 予 防

訪問入浴介護 

人 1 0     

千円 8 0     
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③ 訪問看護／介護予防訪問看護                         

 

 看護師等が、病状が安定期にある要介護・要支援者の居宅を訪問し、療養上の世話や

必要な診療の補助を行います。 

 要介護・要支援者の増加傾向等を勘案し、サービス量はいずれも緩やかな増加を見込

みます。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

訪問看護 
人 1,309 1,686     

千円 47,170 67,152     

介護予防 

訪問看護 

人 181 139     

千円 6,196 4,227     

 

 

④ 訪問リハビリテーション／介護予防訪問リハビリテーション            

 

 理学療法士や作業療法士等が、要介護・要支援者の居宅を訪問し、日常生活の自立を

助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことで、その

方の心身機能の維持・回復を図ります。 

 要介護・要支援者の増加傾向等を勘案し、サービス量はいずれも緩やかな増加を見込

みます。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

訪問リハビリ 

テーション 

人 834 834     

千円 25,344 27,482     

介護予防訪問 

リハビリテーション 

人 212 203     

千円 6,217 6,332     
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⑤ 居宅療養管理指導／介護予防居宅療養管理指導                 

 

 医師や歯科医師、薬剤師等が、通院の困難な要介護・要支援者の居宅を訪問し、療養

上の管理及び指導を行います。 

 要介護・要支援者の増加傾向等を勘案し、サービス量はいずれも緩やかな増加を見込

みます。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

居 宅 療 養 

管 理 指 導 

人 2,114 2,793     

千円 18,074 22,572     

介護予防居宅

療養管理指導 

人 125 146     

千円 1,167 1,163     

 

 

⑥ 通所介護／介護予防通所介護                         

 

 要介護・要支援者に対し、通所介護施設等において入浴や排せつ、食事等の介護、そ

の他日常生活上の世話及び機能訓練を行います（通称：デイサービス）。 

 通所介護については、平成 28 年度から小規模事業所の行うサービスは地域密着型サ

ービスへ移行しましたが、要介護者の増加傾向等を勘案し、サービス量は緩やかな増加

を見込みます。介護予防訪問介護については、平成 28 年度から介護予防・日常生活支

援総合事業への移行が開始され、平成 30年度までに完全に移行されました。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

通 所 介 護 
人 11,464 9,511     

千円 911,249 802,443     

介 護 予 防 

通 所 介 護 

人 5,037 450  － － － 

千円 137,825 11,481  － － － 

※介護予防通所介護のＨ28年度欄及びＨ29年度欄には、移行に伴う経過措置分を計上 
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⑦ 通所リハビリテーション／介護予防通所リハビリテーション           

 

 介護老人保健施設や病院、診療所等において、理学療法、作業療法及びその他必要な

リハビリテーションを行い、要介護・要支援者が自立した日常生活を営めるよう、その

心身機能の維持・回復を図ります（通称：デイケア）。 

 要介護・要支援者の増加傾向等を勘案し、サービス量はいずれも緩やかな増加を見込

みます。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

通所リハビリ 

テーション 

人 2,927 2,988     

千円 211,915 202,760     

介護予防通所 

リハビリテーション 

人 1,348 1,559     

千円 44,368 49,671     

 

 

⑧ 短期入所生活介護／介護予防短期入所生活介護                 

 

 老人短期入所施設や特別養護老人ホーム等において、入浴、排せつ、食事等の介護そ

の他の日常生活上の世話及び機能訓練を行います（通称：ショートステイ）。 

 要介護・要支援者の増加傾向等を勘案し、サービス量は緩やかな増加を見込みます。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

短 期 入 所 

生 活 介 護 

人 4,064 4,068     

千円 44,368 497,466     

介護予防短期

入所生活介護 

人 141 185     

千円 4,894 7,073     
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⑨ 短期入所療養介護／介護予防短期入所療養介護                 

 

 介護老人保健施設や介護療養型医療施設等において、病状が安定期にある要介護・要

支援者に対し、看護や医学的管理のもとでの介護、機能訓練その他必要な医療を提供す

るとともに、日常生活上の世話を行います。 

 要介護・要支援者の増加傾向等を勘案し、サービス量は緩やかな増加を見込みます。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

短 期 入 所 

療 養 介 護 

人 597 691     

千円 52,846 64,891     

介護予防短期

入所療養介護 

人 13 18     

千円 582 1,093     

 

 

⑩ 特定施設入居者生活介護／介護予防特定施設入居者生活介護           

 

 有料老人ホームやケアハウス等に入居している要介護・要支援者に対し、特定施設サ

ービス計画に基づいて入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓

練及び療養上の世話を行います。 

 要介護・要支援者の増加傾向等を勘案し、サービス量はいずれも緩やかな増加を見込

みます。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

特 定 施 設 

入居者生活介護 

人 1,402 1,409     

千円 252,259 256,937     

介護予防特定施設 

入居者生活介護 

人 114 156     

千円 7,676 10,620     
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⑪ 福祉用具貸与／介護予防福祉用具貸与                     

 

 要介護・要支援者の日常生活の自立を助けるための用具として、日常生活上の便宜を

図るための用具や、機能訓練のための用具の貸与を行います。 

 要介護・要支援者の増加傾向等を勘案し、サービス量はいずれも増加を見込みます。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

福祉用具貸与 
人 8,519 9,273     

千円 107,122 119,030     

介 護 予 防 

福祉用具貸与 

人 1,563 1,671     

千円 6,245 6,819     

※福祉用具…車いす／車いす付属品／特殊寝台／特殊寝台付属品／床ずれ防止用具／体位変換器／手すり

／スロープ／歩行器／歩行補助つえ／認知症老人徘徊感知器／移動用リフト（つり具の部分

を除く）／自動排せつ処理装置 

 

 

⑫ 特定福祉用具販売／特定介護予防福祉用具販売                 

 

 指定事業者が、要介護・要支援者に対し、貸与には馴染まない入浴や排せつなどに関

する用具の販売を行います。年間 10 万円までの購入額を限度に、その費用の一部が保

険給付として支給されます。 

 要介護・要支援者の増加傾向等を勘案し、サービス量はいずれも緩やかな増加を見込

みます。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

特定福祉用具

販売 

人 187 174     

千円 4,949 4,620     

特定介護予防

福祉用具販売 

人 64 57     

千円 1,323 1,438     

※特定福祉用具…腰かけ便座／特殊尿器／入浴補助用具 ／簡易浴槽／移動用リフトのつり具 
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イ 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス           

 

 要介護・要支援者が住み慣れた地域での生活を続けられるよう、各サービス事業者に

より、地域の特性に応じた「地域密着型サービス」または「地域密着型介護予防サービ

ス」が提供されています（原則、居住市町村でのサービスのみ利用可）。 

 平成 30年３月現在、市内では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪

問介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅

介護）、認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護）、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するサービス事業所が運営されています（日常

生活圏域毎の事業所の分布は○頁のとおり）。 

 

■地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス 

サービス提供の形態 地域密着型サービス 地域密着型介護予防サービス 

居宅で提供されるサービ

ス（訪問サービス） 

①  定期巡回・随時対応型訪問介護看護 － 

② 夜間対応型訪問介護 － 

通所した施設で提供され

るサービス（通所サービ

ス） 

③ 地域密着型通所介護※１ － 

④ 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 

訪問と通所を組み合わせ

て提供されるサービス 
⑤ 小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 

入居した住居等で提供さ

れるサービス 

⑥ 認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 

⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護  － 

入所した施設で提供され

るサービス 
⑧ 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 
－ 

訪問看護と小規模多機能

型居宅介護等が一体的に

提供されるサービス 

⑨ 看護小規模多機能型居宅介護 － 

※１ 居宅サービスである通所介護のうち、小規模事業所（利用定員 18人以下）により行われるサービス

については、少人数で生活圏域に密着したものであることから、市町村による地域包括ケアシステム

の構築との整合性の観点から、平成 28年度から市町村が指定・監督する地域密着型サービスとなりま

した。 
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① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護                      

 

 ホームヘルパー等が、日中・夜間を通じて要介護者の居宅を定期的に巡回訪問し、ま

たは随時の通報により訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話

を行います。 

 また、看護師等が訪問し、療養上の世話または必要な診療の補助を行うなど、訪問介

護と訪問看護を一体的に、または密接に連携しながら提供することで、重度要介護者の

居宅での生活を支えます。 

 要介護者の増加傾向や、地域包括ケアシステム構築に向けた取組みの推進等を勘案し、

サービス量は緩やかな増加を見込みます。 

 

■保険給付（介護給付のみ）の計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 

人 1 45     

千円 212 7,180     

 

 

② 夜間対応型訪問介護（平成 29年度から）                    

 

 ホームヘルパー等が、夜間において要介護者の居宅を定期的に巡回訪問し、または随

時の通報により訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行い

ます。 

 要介護者の増加傾向や、地域包括ケアシステム構築に向けた取組みの推進等を勘案し、

サービス量は緩やかな増加を見込みます。 

 

■保険給付（介護給付のみ）の計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

夜間対応型 

訪 問 介 護 

人 − −     

千円 − −     
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③ 地域密着型通所介護                             

 

 通所介護のうち、利用定員 18 人以下の小規模事業所が行うサービスについては、平

成 28年度から地域密着型通所介護として提供されています。 

 要介護者の増加傾向や、地域包括ケアシステム構築に向けた取組みの推進等を勘案し、

サービス量は増加を見込みます。 

 

■保険給付（介護給付のみ）の計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

地 域 密 着 型 

通 所 介 護 

人 － 2,491     

千円 － 169,844     

 

 

④ 認知症対応型通所介護／介護予防認知症対応型通所介護             

 

 特別養護老人ホームや老人デイサービスセンター等において、認知症の要介護・要支

援者に対し、その特性に配慮しながら、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活

上の世話及び機能訓練を行います。 

 サービス量については、認知症高齢者の増加傾向等を勘案し、認知症対応型通所介護

では増加を見込みますが、介護予防認知症対応型通所介護では、第６期計画期間におけ

る利用がなかったことや、利用者側・事業者側のいずれからも要望がないこと等を総合

的に勘案し、その量を見込みません。 

 今後における需要等の動向を注視しながら、参入を希望する事業者の把握に努めます。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

認知症対応型

通所介護 

人 68 64     

千円 11,644 11,840     

介護予防認知症 

対応型通所介護 

人 0 0     

千円 0 0     

 

 



 

16 

 

 

⑤ 小規模多機能型居宅介護／介護予防小規模多機能型居宅介護（平成 29年度から）  

 

 要介護者の心身の状況や、その置かれている環境等に応じて、居宅またはサービス拠

点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行

います。サービス拠点への通所を中心に、要介護者の様態や希望等に応じて、訪問と泊

まりが組み合わせて提供されます。 

 要介護者の増加傾向や、今後における利用者の需要等の動向から、いずれもサービス

量の増加を見込みながら、サービス提供を希望する事業者の状況把握に努めます。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

小規模多機能型 

居 宅 介 護 

人 0 0     

千円 0 0     

介護予防小規模 

多機能型居宅介護 

人 0 0     

千円 0 0     

 

 

⑥ 認知症対応型共同生活介護／介護予防認知症対応型共同生活介護         

 

 認知症の要介護・要支援者に対し、その共同生活を営むべき住居（通称：グループホ

ーム）において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

を行います。 

 認知症高齢者の増加傾向等を勘案し、サービス量はいずれも緩やかな増加を見込みま

す。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

認知症対応型 

共同生活介護 

人 801 780     

千円 192,029 186,979     

介護予防認知症 

対応型共同生活介護 

人 0 0     

千円 0 0     
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⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護                      

 

 有料老人ホームやケアハウス等のうち、入居者が要介護者やその配偶者等に限られる

「介護専用型特定施設」であって、その入居定員が 29 人以下である施設に入居してい

る要介護者について、サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日

常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行います。 

 第６期計画期間における利用がなかったことや、利用者側・事業者側のいずれからも

要望がないこと等を総合的に勘案し、サービス量は見込みません。 

 今後における需要等の動向を注視しながら、参入を希望する事業者の把握に努めます。 

 

 

⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（平成 29年度から）         

 

 入所定員 29 人以下の特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施

設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機

能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。 

 平成 29年度に１施設（定員 25人）が開設し、その利用状況を勘案して、サービス量

はほぼ横ばいを見込みます。 

 

■保険給付（介護給付のみ）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 

人 0 0     

千円 0 0     

 

 

⑨ 看護小規模多機能型居宅介護                         

 

 要介護者に対し、訪問看護と小規模多機能型居宅介護等の地域密着型サービスとを組

み合わせ、１つの事業所が一体的に提供します。 

 第６期計画期間における利用がなかったことや、利用者側・事業者側のいずれからも

要望がないこと等を総合的に勘案し、サービス量は見込みません。 

 今後における需要等の動向を注視しながら、参入を希望する事業者の把握に努めます。 
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ウ 住宅改修費の支給                           

 

 要介護・要支援者が住み慣れた自宅で安心して暮らせるよう、住宅改修に要した費用

を支給しています。 

 

① 居宅住宅改修費の支給／介護予防住宅改修費の支給               

 

 要介護・要支援者が、その居宅において住宅改修（手すりの取付け等）を行った場合、

改修前の申請に基づき、１人につき年間 20 万円までの改修費用を限度に、その費用の

一部が保険給付として支給されます（同一住居につき、原則１人１回まで）。 

 要介護・要支援者の増加傾向や、地域包括ケアシステム構築に向けた取組みの推進等

を勘案し、サービス量はいずれも増加を見込みます。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

居宅住宅改修費 
人 177 174     

千円 15,946 17,040     

介 護 予 防 

住 宅 改 修 費 

人 109 89     

千円 10,692 9,523     

 



 

19 

 

 

エ 指定居宅サービス等を利用するための支援                

 

 要介護・要支援者の心身の状況や、その置かれた環境、本人や家族の希望等を勘案し、

居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者により「居宅サービス計画」または「介

護予防サービス計画」（通称：ケアプラン）が作成されています。 

 また、ケアプランに基づくサービスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整

などが行われています。 

 

① 居宅介護支援／介護予防支援                         

 

 要介護・要支援者のケアプランの作成や、介護サービス事業者との調整、介護老人保

健施設等への紹介など、指定居宅サービス等を適切に利用できるよう支援を行います。 

 ケアプランの作成等に要する費用については、その全額を介護給付または予防給付と

して支給するため、利用者の自己負担は生じません。 

 サービス量については、要介護・要支援者の増加傾向等を勘案し、居宅介護支援では

緩やかな増加を見込むものの、介護予防支援ではほぼ横ばいを見込みます。 

 

■保険給付（介護給付・予防給付）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

居宅介護支援 
人 17,915 18,935     

千円 258,716 277,789     

介護予防支援 
人 7,597 3,568     

千円 34,797 16,465     
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オ 施設サービス                             

 

 介護保険施設（指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設）及び指定介護療養型医療

施設において、それぞれの施設の目的に沿った「施設サービス」が提供されています。 

 なお、日常生活圏域毎の施設の分布は、○頁のとおりです。 

 

① 指定介護福祉施設サービス                          

 

 指定介護老人福祉施設に入所している要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、

入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養

上の世話を行います。 

 これまでの利用状況や要介護者の増加傾向等を勘案し、サービス量は増加を見込みま

す。 

 第６期計画期間において、２施設（計 200床）を整備したことから、利用者の状況や

老人福祉圏域の整備率等を総合的に勘案し、新設・増設は計画しません。 

 

■保険給付（介護給付のみ）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

指定介護福祉 

施設サービス 

人 4,984 5,451     

千円 1,196,273 1,305,208     
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② 介護保健施設サービス                            

 

 介護老人保健施設に入所している要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、看護、

医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療と、日常生活上の世話を行

います。 

 新設・増設を計画しないことや、これまでの利用状況の推移等を勘案し、サービス量

はほぼ横ばいを見込みます。 

 

■保険給付（介護給付のみ）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

介 護 保 健 

施設サービス 

人 2,302 2,091     

千円 595,672 542,321     

 

 

③ 介護療養施設サービス                            

 

 施設の存置が平成 29年度末から平成 35年度末まで延長されたことや、これまでの利

用状況の推移等を勘案し、サービス量は横ばいを見込みます。 

 

■保険給付（介護給付のみ）の実績と計画 

 

 

第６期実績 第７期計画 

Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度 Ｈ32年度 

介 護 療 養 

施設サービス 

人 70 64     

千円 23,449 21,194     

 


